
（あて先）練馬区長

下記のとおり、住所の変更がありましたので届出ます。

　未支払の手当がある場合は、下記の金融機関口座に振り込みます。

　（１～３のいずれかに〇をつけてください。）

　１　今までの登録金融機関口座 　３　公金受取口座

　２　新しい金融機関口座

↓　２に〇をつけた場合は必ず下欄に新しい口座内容を記入してください。

　銀行・信金 支店

　信組・農協 出張所

円

受付 審査　１ 入力 審査　２ 支払処理

令和　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

台帳送付　　済 ・ 依頼済　　／

支払停止　　無　□　　解除　□

児　童　扶　養　手　当　住　所　変　更　届
（転　出　者　用）

認定番号

氏名

（新）住所

届出年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ

※事務処理欄

電話番号 （　　　　　）

◎ 公金受取口座とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和３年法律第38
　 号）第３条第１項、 第４条第１項および第５条第２項の規定による登録に係る口座を言います。
◎ 公金受取口座の利用にマルがあり、かつ支払希望口座欄にも記載がある場合は、その欄に記載された口座に振り込みます。
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支店番号金融機関コード

口座名義
（カタカナ）

口座番号

金融機関名

年　　　月　～　　　年　　月

令和　　　年　　月　支払 ・ 支払済 ・ 債権

改定年月　　　　年　　　　月

（備考）

（旧）住所

転出入の年月日


